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〔
最
高
裁
民
訴
事
ロ伊

研
究
三
〇
二
〕

判例研究

昭
和
二
九
7
　
（
畷
騙
眠
諜
杁
蜷
）

　
再
上
告
の
適
否

借
地
権
確
認
土
地
明
渡
請
求
事
件
（
昭
和
二
九
年
四
月
八
日
最
高
裁
第
一
小
法

廷
判
決
）

〔
事
　
実
〕

　
X
（
原
告
、
控
訴
人
、
被
上
告
人
、
被
再
上
告
人
）
の
先
代
ズ
は
借
地
人
と

し
て
Y
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
上
告
人
、
再
上
告
人
）
と
借
地
契
約
を
締
結
し
、

当
該
借
地
上
に
r
所
有
の
建
物
を
建
て
た
。
民
法
六
一
二
条
と
同
趣
旨
の
借
地

契
約
一
一
条
に
よ
る
と
、
「
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
無
断
で
本
件
土
地
を
転
貸
し

た
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
事
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
後
r
は
借
地
上
の
建
物
を
訴
外
A
に
売
却
、
登
記
の
移
転
を

済
ま
せ
た
。
Y
は
．
建
物
の
売
却
に
伴
い
又
が
Y
に
無
断
で
借
地
を
A
に
転
貸

し
た
と
し
、
借
地
契
約
に
基
づ
き
契
約
を
解
除
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
r
が
訴

え
を
提
起
し
た
。
第
一
審
（
東
京
簡
易
裁
判
所
）
は
Y
の
主
張
を
認
め
、
r
が

敗
訴
し
た
。
第
二
審
（
東
京
地
方
裁
判
所
）
係
属
中
に
ズ
は
死
亡
し
、
X
ら
が

受
継
し
た
が
、
以
下
の
理
由
で
Y
は
敗
訴
し
た
。
r
A
間
で
建
物
が
売
却
さ
れ
、

所
有
権
の
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
の
は
当
事
者
間
で
争
い
は
な
い
。
し
か
し
、

建
物
売
却
契
約
は
ズ
の
事
業
不
振
に
よ
り
こ
の
ま
ま
で
は
建
物
が
他
人
の
手
に

移
る
の
を
恐
れ
、
r
及
び
r
の
妻
が
A
と
協
議
の
上
な
し
た
も
の
で
あ
る
と
認

定
し
た
。
そ
し
て
建
物
売
却
契
約
は
虚
偽
の
意
思
表
示
に
よ
り
無
効
で
あ
る
た

め
、
解
除
原
因
た
る
無
断
転
貸
は
存
在
し
な
い
と
し
た
。
Y
は
東
京
高
等
裁
判

所
に
上
告
し
た
が
、
上
告
審
は
控
訴
審
の
判
決
を
支
持
し
Y
の
上
告
を
棄
却
し

た
。
そ
こ
で
Y
は
四
〇
九
条
ノ
ニ
に
よ
り
最
高
裁
判
所
に
再
上
告
を
提
起
し
た
．

そ
の
理
由
は
以
下
の
と
う
り
で
あ
る
。
東
京
控
訴
院
の
判
例
（
大
正
一
二
年
五

月
三
日
言
渡
、
民
事
第
二
部
大
正
一
二
年
（
ネ
）
第
一
〇
九
号
）
に
よ
れ
ぽ
、

借
地
人
が
賃
貸
人
に
無
断
で
借
地
上
の
建
物
を
担
保
に
い
れ
る
事
を
解
除
原
因

と
す
る
当
事
者
間
の
合
意
は
有
効
で
あ
る
。
再
上
告
人
は
解
除
原
因
と
し
て
借

地
契
約
の
二
条
（
無
断
転
貸
借
）
だ
け
で
な
く
、
一
二
条
（
借
地
上
建
物
の

譲
渡
の
禁
止
）
を
あ
げ
て
い
る
が
、
上
告
審
は
前
者
だ
け
を
判
断
し
て
い
る
。

法
定
解
除
権
の
他
に
合
意
解
除
を
定
め
る
事
は
民
法
九
一
条
に
よ
り
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
憲
法
七
六
条
三
項
に
よ
り
裁
判
官
は
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
か
ら
民
法
九
一
条
に
拘
束
さ
れ
る
。
従
っ
て
上
告
審
の
判
断
は
東
京
控
訴
院

の
判
例
に
反
し
、
か
つ
憲
法
七
六
条
三
項
に
も
反
し
て
い
る
。
再
上
告
棄
却
。

〔
判
決
理
由
〕

　
論
旨
は
、
原
上
告
判
決
の
判
断
が
東
京
控
訴
院
の
判
例
に
も
反
し
且
つ
憲
法

七
六
条
三
項
の
条
項
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
．
原
上
告

判
決
に
お
い
て
法
律
等
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
為
し
た
判
断
の

不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
民
訴
四
〇
九
条
ノ
ニ
の

再
上
告
適
法
の
理
由
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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〔
旧
四
〇
九
条
ノ
ニ
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
日
改
正
以
前
）
〕

　高

等
裁
判
所
力
上
告
審
ト
シ
テ
為
シ
タ
ル
終
局
判
決
二
対
シ
テ
ハ
其
ノ
判
決

二
於
イ
テ
法
律
、
命
令
、
規
則
又
ハ
処
分
力
憲
法
二
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
キ

為
シ
タ
ル
判
断
ノ
不
当
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
限
リ
最
高
裁
判
所
二

更
二
上
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
結
論
賛
成
。

一
　
再
上
告
人
Y
の
主
張
し
て
い
る
再
上
告
（
以
下
で
は
現
在
一
般
に
用

い
ら
れ
て
い
る
用
語
法
に
倣
い
特
別
上
告
と
す
る
）
理
由
に
つ
い
て
。

（
一
）
上
告
審
の
判
断
が
東
京
控
訴
院
の
判
例
に
反
す
る
、
と
の
主
張
に

つ
い
て
。
判
旨
が
正
当
に
も
説
く
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く

特
別
上
告
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
特
別
上
告
制
度
は
、
高
等
裁
判
所

が
上
告
審
と
し
て
判
断
し
た
場
合
に
、
憲
法
八
一
条
と
の
関
係
で
特
に
憲

法
間
題
に
限
り
最
高
裁
の
判
断
を
受
け
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
特
別
上
告
の
理
由
と
な
る
の
は
憲
法
違
背
に
限
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
判
例
違
反
は
特
別
上
告
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
四
〇
九
条
ノ
ニ
は

昭
和
二
九
年
改
正
以
前
の
規
定
も
、
現
行
規
定
も
特
別
上
告
理
由
と
し
て

判
例
違
反
を
掲
げ
て
い
な
い
。

（
二
）
民
法
九
一
条
を
適
用
し
な
か
っ
た
事
が
、
裁
判
官
は
法
律
に
拘
束

さ
れ
る
と
す
る
憲
法
七
六
条
三
項
に
違
反
す
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
。
こ

の
主
張
は
実
質
的
に
は
重
要
な
争
点
に
つ
ぎ
判
断
を
逸
脱
し
て
い
る
事
に

帰
す
る
と
思
わ
れ
、
再
審
事
由
（
四
二
〇
条
一
項
九
号
）
と
な
り
え
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

特
別
上
告
理
由
に
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
認
め
る
と
、

当
事
者
が
主
張
す
る
法
解
釈
を
裁
判
所
が
採
用
し
な
い
場
合
に
は
、
常
に

憲
法
違
反
を
理
由
に
特
別
上
告
を
許
す
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
裁
判
所
が
本
件
に
お
い
て
憲
法
七
六
条
三
項
違
反
を
理
由
と

す
る
特
別
上
告
を
認
め
な
か
っ
た
点
も
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
．

　
と
こ
ろ
で
判
例
集
を
読
む
限
り
こ
の
（
一
）
、
（
二
）
に
つ
い
て
裁
判
所

は
何
ら
理
由
を
掲
げ
る
こ
と
な
く
特
別
上
告
人
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。

訴
訟
当
事
者
に
納
得
の
い
く
裁
判
を
す
る
た
め
に
も
理
由
を
掲
げ
る
べ
き

と
考
え
る
．

二
　
（
一
）
特
別
上
告
を
な
す
た
め
に
は
、
す
で
に
明
示
的
に
原
上
告
審

で
判
断
さ
れ
た
憲
法
事
項
に
限
ら
れ
る
の
か
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
特
別
上

告
理
由
は
、
「
原
上
告
判
決
に
お
い
て
」
法
律
等
が
憲
法
に
適
合
す
る
か

に
つ
い
て
な
し
た
判
断
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
高
等
裁
判
所
の
上
告
判
決
の
中

で
問
題
に
さ
れ
た
憲
法
事
項
だ
け
が
、
特
別
上
告
を
通
じ
て
再
度
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て
よ
い
事
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
昭
和
二
五
年
六
月
二
日

（
民
集
四
巻
一
九
五
頁
）
は
、
「
東
京
高
等
裁
判
所
が
…
…
上
告
審
と
し
て

し
た
終
局
判
決
に
対
し
て
は
そ
の
判
決
が
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
と
き
に
限
り
最
高
裁
判
所
に
再
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
形
式
上
憲
法
違
反
を
主
張
す
る
上
告
理
由
で
あ
っ
て
も
実
質

上
単
に
実
体
法
及
び
訴
訟
法
の
違
反
を
攻
撃
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
再
上
告
適
法
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本

件
再
上
告
理
由
が
再
上
告
適
法
の
理
由
と
な
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
」

と
し
て
進
ん
で
上
告
理
由
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
判
断
し
て
お
り
、
原
上

告
審
判
決
の
判
文
上
明
示
的
に
憲
法
判
断
が
な
さ
れ
た
事
を
要
求
し
て
い
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（
3
）

な
い
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
対
立
の
原
因
は
条
文
の
文
言
に
起
因
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
九
年
六
月
一
目
よ
り
施
行
さ
れ
た
現
行
規
定
に

よ
り
解
消
し
た
。

（
二
）
民
訴
旧
四
〇
九
条
ノ
ニ
の
再
上
告
の
規
定
に
い
う
「
処
分
」
は
、

原
判
決
の
憲
法
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
事
だ
け
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
訴
訟
手
続
が
憲
法
に
違
反
す
る
場
合
も
含
ま

れ
る
の
か
争
い
が
あ
っ
た
。
本
判
決
で
は
、
「
法
律
等
が
憲
法
に
適
合
す

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち

る
か
」
の
「
判
断
」
が
不
当
で
な
け
れ
ば
特
別
上
告
を
な
し
え
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
る
の
で
前
者
に
限
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
前
掲
最
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

昭
和
二
五
年
六
月
二
日
は
、
「
判
決
が
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
と
き
に
限
り
」
特
別
上
告
を
な
し
う
る
と
し
て
い
る
事
か
ら
両
者
を

含
め
る
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
。
学
説
上
は
両
者
を
含
む
と
す
る
見
解
が
有

　
　
　
（
5
）

力
で
あ
っ
た
。
当
事
者
の
権
利
は
、
法
律
が
憲
法
の
精
神
に
合
致
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
法
的
判
断
を
進
め
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
憲

法
に
合
致
し
て
い
て
初
め
て
適
切
に
実
現
す
る
の
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
，

事
実
審
の
訴
訟
手
続
が
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
公
開
原
則
に
反
し
た
こ
と
，

期
日
の
告
知
を
輔
方
当
事
者
に
対
し
て
の
み
行
わ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法

的
審
問
の
機
会
の
な
い
ま
ま
終
結
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
．
な
ど
の
憲
法
違

反
が
判
文
上
明
示
的
に
判
断
さ
れ
て
い
な
い
時
に
は
、
本
件
判
旨
に
よ
れ

ば
特
別
上
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
実
体
法
上
の
問
題

で
も
、
例
え
ば
憲
法
二
九
条
の
財
産
権
の
尊
重
に
反
す
る
法
的
判
断
を
黙

示
的
に
前
提
と
し
て
い
る
と
き
も
同
じ
結
論
に
な
る
。
こ
れ
で
は
憲
法
八

一
条
の
定
め
る
、
合
憲
性
審
査
の
最
終
審
と
し
て
の
任
務
の
重
大
な
部
分

を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
、
同
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と
思
う
。

従
っ
て
判
断
の
違
憲
に
特
別
上
告
理
由
を
限
定
す
る
本
判
決
に
は
反
対
で

あ
る
．
昭
和
二
九
年
の
改
正
に
よ
り
両
者
を
含
め
る
趣
旨
を
明
確
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
め
現
行
の
規
定
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
例
上
の

対
立
は
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
。

三
　
本
判
決
は
、
特
別
上
告
人
の
主
張
が
特
別
上
告
適
法
の
理
由
と
は
な

ら
な
い
と
し
て
棄
却
し
て
い
る
．
本
件
以
外
に
も
、
憲
法
違
背
を
理
由
と
す

る
事
に
該
当
し
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
特
別
上
告
を
却
下
し
な
い
で
棄
却

し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
例
え
ば
基
本
的
人
権
の
侵
害
と
い
う
文
言
を

用
い
る
だ
け
の
場
合
（
昭
和
二
五
年
六
月
二
日
民
集
四
巻
六
号
一
九
五
頁
V
、

憲
法
違
反
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
実
質
は
単
な
る
訴
訟
法
違
反
の
主
張
に

す
ぎ
な
い
場
合
（
昭
和
二
九
年
四
月
二
日
裁
判
集
民
二
二
号
五
二
五
頁
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
件
の
よ
う
に
憲
法
違
反
に
名
を
借
り
た
特
別
上
告
が

提
起
さ
れ
た
場
合
、
判
旨
の
説
く
「
特
別
上
告
の
理
由
の
な
い
」
事
が
不

適
法
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
却
下
が
正
当
の
筈
で
あ
る
。
し

か
し
、
憲
法
違
背
を
口
実
に
特
別
上
告
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
直
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
処
理
に
は
反
対
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
憲
法

違
反
は
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
の
で
、
特
別
上
告
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
理
由
以
外
の
憲
法
違
反
に
よ
り
破
棄
す
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
合
憲
か
違
憲
か
の
判
断
は
国
民
の
権
利
義
務
に
重
大
な
影
響
を
及

ぽ
す
事
に
な
る
。
従
っ
て
な
る
べ
く
特
別
上
告
制
度
を
活
用
し
た
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

合
憲
違
憲
の
本
案
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
。

四
　
本
判
決
は
昭
和
二
九
年
の
改
正
に
よ
り
存
在
意
義
を
有
し
な
い
部
分
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も
あ
る
が
、
憲
法
違
反
に
名
を
借
り
た
理
由
に
基
づ
く
特
別
上
告
を
認
め

な
か
っ
た
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
小
室
直
人
、
本
件
評
釈
、
民
商
法
雑
誌
三
一
巻
三
号
三
〇
六
頁
（
昭
和
三

　
　
〇
年
）
。

　
（
2
）
　
参
照
、
住
吉
博
・
民
事
訴
訟
読
本
［
第
二
版
］
続
巻
七
六
六
頁
（
昭
和
五

　
　
二
年
）
。

　
（
3
）
　
同
じ
内
容
の
規
定
を
有
し
た
刑
訴
応
急
措
置
法
一
七
条
に
関
し
て
も
、
同

　
　
様
に
判
例
に
対
立
が
あ
る
事
に
つ
き
、
参
照
、
三
淵
乾
太
郎
・
最
高
裁
判
所
判

　
　
例
解
説
民
事
篇
昭
和
二
九
年
度
六
〇
頁
。

　
（
4
）
　
小
室
・
前
掲
三
〇
八
頁
。

　
（
5
）
　
例
え
は
、
兼
子
一
・
条
解
民
事
訴
訟
法
皿
二
七
六
頁
（
昭
和
二
七
年
）
。

　
（
6
）
　
関
根
小
郷
「
上
告
手
続
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
改
正
等
に
つ
い
て
」
法

　
　
曹
時
報
六
巻
六
号
六
四
七
頁
。

　
（
7
）
　
但
し
、
菊
井
維
大
日
村
松
俊
夫
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
皿
三
〇
四
頁
（
昭
和

　
　
六
一
年
）
は
適
法
性
に
疑
問
を
示
す
。

　
（
8
）
兼
子
一
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
［
増
補
版
］
五
一
二
頁
（
昭
和
四
〇
年
）
、

　
　
兼
子
一
ほ
か
・
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
松
浦
〕
＝
…
八
頁
（
昭
和
六
一
年
）
、
小

　
　
山
昇
・
民
事
訴
訟
法
［
五
訂
版
］
六
〇
六
頁
（
平
成
元
年
）
、
斎
藤
秀
夫
・
民
事

　
　
訴
訟
法
概
論
五
九
五
頁
（
昭
和
五
七
年
）
、
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
［
第
二

　
　
版
補
正
版
］
五
八
O
頁
（
平
成
二
年
）
。

　
（
9
）
　
斎
藤
秀
夫
編
・
注
解
民
事
訴
訟
法
〔
遠
藤
〕
三
八
九
頁
（
昭
和
五
五
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
賀
　
雅
顯
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